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2018年 輸入統計品目表新旧対照表 

新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

03.01   魚(生きているものに限る｡)   03.01   魚(生きているものに限る｡)   
   [略]      [同左]   

0301.11   [略]   0301.11   [同左]   
0301.19   [略]   0301.19   [同左]   

   －その他の魚(生きているものに

限る｡) 
     －その他の魚(生きているものに

限る｡) 
  

0301.91      0301.91      

～    [略]   ～    [同左]   
0301.95      0301.95      
0301.99   －－その他のもの    0301.99   －－その他のもの    

   －－－養魚用の稚魚       －－－養魚用の稚魚    
   －－－－ぶり(セリオーラ属のも

の) 
     －－－－ぶり(セリオーラ属のも

の) 
  

 111 5 －－－－－ぶり(セリオーラ・ク

インクエラディアー

タ) 

 KG  111 5 －－－－－ぶり(セリオーラ・ク

インクエラディアー

タ) 

 KG 

 119 † －－－－－その他のもの   KG  119 † －－－－－その他のもの   KG 
 120 0 －－－－こい   KG  120 0 －－－－こい   KG 
 190 0 －－－－その他のもの   KG  190 0 －－－－その他のもの   KG 
   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
 210 6 －－－－にしん(クルペア属のも

の)、たら(ガドゥス属、

テラグラ属又はメルル

シウス属のもの)、ぶり

( セ リ オ ー ラ 属 の も

の)、さば(スコムベル

属のもの)、いわし(エ

トルメウス属、サルディ

ノプス属又はエングラ

ウリス属のもの)、あじ

(トラクルス属又はデカ

プテルス属のもの)及び

さんま(コロラビス属の

もの) 

 KG  210 6 －－－－にしん(クルペア属のも

の)、たら(ガドゥス属、

テラグラ属又はメルル

シウス属のもの)、ぶり

( セ リ オ ー ラ 属 の も

の)、さば(スコムベル

属のもの)、いわし(エ

トルメウス属、サルディ

ノプス属又はエングラ

ウリス属のもの)、あじ

(トラクルス属又はデカ

プテルス属のもの)及び

さんま(コロラビス属の

もの) 

 KG 

   －－－－その他のもの       －－－－その他のもの    
 220 2 －－－－－ひらめ(パラリクティ

ス属のもの) 
 KG  220 2 －－－－－ひらめ(パラリクティ

ス属のもの) 
 KG 

   [削除]    230 5 －－－－－こい   KG 
 290 † －－－－－その他のもの   KG  290 2 －－－－－その他のもの   KG 
03.02 

～  
03.08 

  
[略] 

  03.02 

～  
03.08 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
27.01 

～  
27.06 

  
[略] 

  27.01 

～  
27.06 

  
[同左] 

  

27.07   高温コールタールの蒸留物及び

これに類する物品で芳香族成分

の重量が非芳香族成分の重量を

超えるもの  

  27.07   高温コールタールの蒸留物及び

これに類する物品で芳香族成分

の重量が非芳香族成分の重量を

超えるもの  

  

2707.10 

～  
2707.40 

  
[略] 

  2707.10 

～  
2707.40 

  
[同左] 

  

2707.50 000 3 －その他の芳香族炭化水素混合

物で、ISO 3405の方法(ASTM 

D 86の方法と同等の方法)に

よる温度250度における減失

量加算留出容量が全容量の

65％以上のもの  

 KG 2707.50   －その他の芳香族炭化水素混合

物で、ISO 3405の方法(ASTM 

D 86の方法と同等の方法)に

よる温度250度における減失

量加算留出容量が全容量の

65％以上のもの  
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新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

       010 6 －－温度 15度における比重が

0.83以下のもの  
 KG 

       090 2 －－その他のもの   KG 
   －その他のもの       －その他のもの    

2707.91   [略]   2707.91   [同左]   
2707.99 000 3 －－その他のもの   KG 2707.99   －－その他のもの    

       010 6 －－－温度15度における比重が

0.83以下のもの  
 KG 

       090 2 －－－その他のもの   KG 
27.08 

～  
27.10 

  
[略] 

  27.08 

～  
27.10 

  
[同左] 

  

27.11   石油ガスその他のガス状炭化水

素  
  27.11   石油ガスその他のガス状炭化水

素  
  

   －液化したもの       －液化したもの    
2711.11   [略]   2711.11   [同左]   
2711.12   [略]   2711.12   [同左]   
2711.13   －－ブタン    2711.13   －－ブタン    

 010 0 －－－アンモニア、オレフィン

系炭化水素又は無水マレ

イン酸の製造に使用する

もの  

 MT  010 0 －－－アンモニア、2－エチルヘ

キシルアルコール、オレ

フィン系炭化水素又は無

水マレイン酸の製造に使

用するもの  

 MT 

 020 3 －－－その他のもの   MT  020 3 －－－その他のもの   MT 
2711.14 

～  
2711.29 

  
[略] 

  2711.14 

～  
2711.29 

  
[同左] 

  

27.12 

～  
27.15 

  
[略] 

  27.12 

～  
27.15 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
   [略]      [同左]   
29.01 

～  
29.24 

  
[略] 

  29.01 

～  
29.24 

  
[同左] 

  

29.25   カルボキシイミド官能化合物

(サッカリン及びその塩を含む｡)

及びイミン官能化合物  

  29.25   カルボキシイミド官能化合物

(サッカリン及びその塩を含む｡)

及びイミン官能化合物  

  

   －イミド及びその誘導体並びに

これらの塩  
     －イミド及びその誘導体並びに

これらの塩  
  

2925.11   [略]   2925.11   [同左]   
2925.12   [略]   2925.12   [同左]   
2925.19 000 4 －－その他のもの   KG 2925.19   －－その他のもの    

       100 6 －－－エチレンビスブロモノル

ボルナンジカルボキシミ

ド及びエチレンビステト

ラブロモフタルイミド  

 KG 

       900 1 －－－その他のもの   KG 
   [略]      [同左]   

2925.21   [略]   2925.21   [同左]   
2925.29   [略]   2925.29   [同左]   

29.26 

～  
29.42 

  
[略] 

  29.26 

～  
29.42 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
37.01   [略]   37.01   [同左]   
37.02   感光性のロール状写真用フィル

ム(露光してないものに限るもの

とし、紙製、板紙製又は紡織用

繊維製のものを除く｡)及び感光

性のロール状インスタントプリ

ントフィルム(露光してないもの

に限る｡) 

  37.02   感光性のロール状写真用フィル

ム(露光してないものに限るもの

とし、紙製、板紙製又は紡織用

繊維製のものを除く｡)及び感光

性のロール状インスタントプリ

ントフィルム(露光してないもの

に限る｡) 
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新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

3702.10 

～  
3702.44 

  
[略] 

  3702.10 

～  
3702.44 

  
[同左] 

  

   －その他のフィルム(カラー写真

用のもの(ポリクローム)に限

る｡) 

     －その他のフィルム(カラー写真

用のもの(ポリクローム)に限

る｡) 

  

3702.52   [略]   3702.52   [同左]   
3702.53   [略]   3702.53   [同左]   
3702.54 000 4 －－幅が16ミリメートルを超え

35ミリメートル以下で、長

さが30メートル以下のもの

(スライド用のものを除く｡) 

SM M 3702.54   －－幅が16ミリメートルを超え

35ミリメートル以下で、長

さが30メートル以下のもの

(スライド用のものを除く｡) 

  

       010 0 －－－幅が35ミリメートルのも

の  
SM M 

       090 3 －－－その他のもの  SM M 
3702.55 

～  
3702.98 

  
[略] 

  3702.55 

～  
3702.98 

  
[同左] 

  

37.03 

～  
37.07 

  
[略] 

  37.03 
～  

37.07 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
52.01 

～  
52.04 

  
[略] 

  52.01 

～  
52.04 

  
[同左] 

  

52.05   綿糸(綿の重量が全重量の85％
以上のものに限るものとし、縫

糸及び小売用にしたものを除

く｡) 

  52.05   綿糸(綿の重量が全重量の85％
以上のものに限るものとし、縫

糸及び小売用にしたものを除

く｡) 

  

   －単糸(コームした繊維製のも

のを除く｡) 
     －単糸(コームした繊維製のも

のを除く｡) 
  

5205.11   －－714.29デシテックス以上の

もの(メートル式番手14以
下のもの) 

  5205.11   －－714.29デシテックス以上の

もの(メートル式番手14以
下のもの) 

  

 010 5 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG  010 5 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG 

 020 1 －－－その他のもの   KG    －－－その他のもの    
       023 4 －－－－綿のみから成るもの   KG 
       029 3 －－－－他の繊維を混ぜたもの   KG 
5205.12 

～  
5205.28 

  
[略] 

  5205.12 

～  
5205.28 

  
[同左] 

  

   －マルチプルヤーン及びケーブ

ルヤーン(コームした繊維製の

ものを除く｡) 

     －マルチプルヤーン及びケーブ

ルヤーン(コームした繊維製の

ものを除く｡) 

  

5205.31   －－構成する単糸が714.29デシ

テックス以上のもの(構成す

る単糸がメートル式番手14
以下のもの) 

  5205.31   －－構成する単糸が714.29デシ

テックス以上のもの(構成す

る単糸がメートル式番手14
以下のもの) 

  

 010 6 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG  010 6 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG 

 020 2 －－－その他のもの   KG    －－－その他のもの    
       021 3 －－－－他の繊維を交えてない

もの  
 KG 

       029 4 －－－－その他のもの   KG 
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新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

5205.32   －－構成する単糸が232.56デシ

テックス以上 714.29デシ

テックス未満のもの(構成す

る単糸がメートル式番手14
を超え43以下のもの) 

  5205.32   －－構成する単糸が232.56デシ

テックス以上 714.29デシ

テックス未満のもの(構成す

る単糸がメートル式番手14
を超え43以下のもの) 

  

 010 5 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG  010 5 －－－合成繊維若しくはアセ

テート繊維又はこれらの

繊維を合わせたものの重

量が全重量の10％を超え

るもの  

 KG 

 020 1 －－－その他のもの   KG    －－－その他のもの    
       021 2 －－－－他の繊維を交えてない

もの  
 KG 

       029 3 －－－－その他のもの   KG 
5205.33 

～  
5205.48 

  
[略] 

  5205.33 

～  
5205.48 

  
[同左] 

  

52.06 

～  
52.12 

  
[略] 

  52.06 
～  

52.12 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
56.01   [略]   56.01   [同左]   
56.02   [略]   56.02   [同左]   
56.03   不織布(染み込ませ、塗布し、被

覆し又は積層したものであるか

ないかを問わない｡) 

  56.03   不織布(染み込ませ、塗布し、被

覆し又は積層したものであるか

ないかを問わない｡) 

  

   [略]      [同左]   
5603.11 

～  
5603.14 

  
[略] 

  5603.11 

～  
5603.14 

  
[同左] 

  

   －その他のもの       －その他のもの    
5603.91 

～  
5603.93 

  
[略] 

  5603.91 

～  
5603.93 

  
[同左] 

  

5603.94   －－重量が1平方メートルにつ

き150グラムを超えるもの  
  5603.94   －－重量が1平方メートルにつ

き150グラムを超えるもの  
  

 100 0 －－－芳香族ポリアミド繊維製

のもの(電気絶縁用のも

のに限る｡) 

SM KG  100 0 －－－芳香族ポリアミド繊維製

のもの(電気絶縁用のも

のに限る｡) 

SM KG 

   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
 210 5 －－－－ナイロンその他のポリ

アミド製のもの  
SM KG  210 5 －－－－ナイロンその他のポリ

アミド製のもの  
SM KG 

 220 1 －－－－ポリエステル製のもの  SM KG  220 1 －－－－ポリエステル製のもの  SM KG 
 230 4 －－－－ポリプロピレン製のも

の  
SM KG  230 4 －－－－ポリプロピレン製のも

の  
SM KG 

   
[削除] 

   240 0 －－－－ビスコースレーヨン製

のもの  
SM KG 

 290 1 －－－－その他のもの  SM KG  290 1 －－－－その他のもの  SM KG 
56.04 

～  
56.09 

  
[略] 

  56.04 

～  
56.09 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
58.01 

～  
58.09 

  
[略] 

  58.01 

～  
58.09 

  
[同左] 

  

58.10   ししゆう布(モチーフを含む｡)   58.10   ししゆう布(モチーフを含む｡)   
5810.10   [略]   5810.10   [同左]   

   －その他のししゆう布       －その他のししゆう布    
5810.91   [略]   5810.91   [同左]   
5810.92   [略]   5810.92   [同左]   
5810.99 000 6 －－その他の紡織用繊維製のも

の  
 KG 5810.99   －－その他の紡織用繊維製のも

の  
  

       020 5 －－－絹製のもの   KG 
       090 5 －－－その他のもの   KG 
58.11   [略]   58.11   [同左]   
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新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

[略]      [同左]      
60.01   パイル編物(ロングパイル編物及

びテリー編物を含むものとし、

メリヤス編み又はクロセ編みの

ものに限る｡) 

  60.01   パイル編物(ロングパイル編物及

びテリー編物を含むものとし、

メリヤス編み又はクロセ編みの

ものに限る｡) 

  

6001.10 

～  
6001.29 

  
[略] 

  6001.10 

～  
6001.29 

  
[同左] 

  

   －その他のもの       －その他のもの    
6001.91   [略]   6001.91   [同左]   
6001.92   －－人造繊維製のもの    6001.92   －－人造繊維製のもの    

 015 3 －－－ポリエステル製のたてメ

リヤス編みのもののうち

パイルを切つたもので、

政令で定める難燃性を有

するもの(幅が142センチ

メートル以上のものに限

る｡) 

 KG  015 3 －－－ポリエステル製のたてメ

リヤス編みのもののうち

パイルを切つたもので、

政令で定める難燃性を有

するもの(幅が142センチ

メートル以上のものに限

る｡) 

 KG 

   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
 020 1 －－－－たてメリヤスのもの   KG    －－－－たてメリヤスのもの    
       017 5 －－－－－合成繊維製のもの   KG 
       019 0 －－－－－再生繊維又は半合成

繊維製のもの  
 KG 

   －－－－その他のもの       －－－－その他のもの    
   －－－－－合成繊維製のもの       －－－－－合成繊維製のもの    
 092 3 －－－－－－ポリエステルのも

の  
 KG  092 3 －－－－－－ポリエステルのも

の  
 KG 

 094 5 －－－－－－その他のもの   KG  094 5 －－－－－－その他のもの   KG 
 099 3 －－－－－再生繊維又は半合成

繊維製のもの  
 KG  099 3 －－－－－再生繊維又は半合成

繊維製のもの  
 KG 

6001.99   [略]   6001.99   [同左]   
60.02 

～  
60.06 

  
[略] 

  60.02 

～  
60.06 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
61.01 

～  
61.15 

  
[略] 

  61.01 

～  
61.15 

  
[同左] 

  

61.16   手袋、ミトン及びミット(メリヤ

ス編み又はクロセ編みのものに

限る｡) 

  61.16   手袋、ミトン及びミット(メリヤ

ス編み又はクロセ編みのものに

限る｡) 

  

6116.10   －プラスチック又はゴムを染み

込ませ、塗布し又は被覆した

もの  

  6116.10   －プラスチック又はゴムを染み

込ませ、塗布し又は被覆した

もの  

  

   －－綿製のもの       －－綿製のもの    
   －－－プラスチックを染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

もの  

     －－－プラスチックを染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

もの  

  

 151 5 －－－－編み上げたもの  PR KG  151 5 －－－－編み上げたもの  PR KG 
 152 6 －－－－縫製したもの  PR KG  152 6 －－－－縫製したもの  PR KG 
   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
   －－－－手袋のもの       －－－－手袋のもの    
 161 1 －－－－－編み上げたもの  PR KG  161 1 －－－－－編み上げたもの  PR KG 
 162 2 －－－－－縫製したもの  PR KG  162 2 －－－－－縫製したもの  PR KG 
   －－－－手袋以外のもの       －－－－手袋以外のもの    
 163 3 －－－－－編み上げたもの  PR KG  163 3 －－－－－編み上げたもの  PR KG 
 164 4 －－－－－縫製したもの  PR KG  164 4 －－－－－縫製したもの  PR KG 
   －－その他のもの       －－その他のもの    
   －－－プラスチックを染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

もの  

     －－－プラスチックを染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

もの  

  

 251 0 －－－－編み上げたもの  PR KG  251 0 －－－－編み上げたもの  PR KG 
 252 1 －－－－縫製したもの  PR KG  252 1 －－－－縫製したもの  PR KG 
   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
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新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

   －－－－手袋のもの       －－－－手袋のもの    
 261 3 －－－－－編み上げたもの  PR KG  261 3 －－－－－編み上げたもの  PR KG 
 262 4 －－－－－縫製したもの  PR KG  262 4 －－－－－縫製したもの  PR KG 
 269 4 －－－－手袋以外のもの  PR KG    －－－－手袋以外のもの    
       263 5 －－－－－編み上げたもの  PR KG 
       264 6 －－－－－縫製したもの  PR KG 
   －その他のもの       －その他のもの    
6116.91 

～  
6116.93 

  
[略] 

  6116.91 

～  
6116.93 

  
[同左] 

  

6116.99 000 3 －－その他の紡織用繊維製のも

の  
PR KG 6116.99   －－その他の紡織用繊維製のも

の  
  

       015 4 －－－編み上げたもの  PR KG 
       095 0 －－－縫製したもの  PR KG 
61.17   その他の衣類附属品(製品にし

たもので、メリヤス編み又はク

ロセ編みのものに限る｡)及び衣

類又は衣類附属品の部分品(メ

リヤス編み又はクロセ編みのも

のに限る｡) 

  61.17   その他の衣類附属品(製品にし

たもので、メリヤス編み又はク

ロセ編みのものに限る｡)及び衣

類又は衣類附属品の部分品(メ

リヤス編み又はクロセ編みのも

のに限る｡) 

  

6117.10   －ショール、スカーフ、マフラー、

マンティーラ、ベールその他

これらに類する製品  

  6117.10   －ショール、スカーフ、マフラー、

マンティーラ、ベールその他

これらに類する製品  

  

   －－ししゆうしたもの、レース

を使用したもの及び模様編

みの組織を有するもの  

     －－ししゆうしたもの、レース

を使用したもの及び模様編

みの組織を有するもの  

  

   
[削除] 

   011 3 －－－絹(絹のくずを含む｡)製

のもの  
NO KG 

 012 4 －－－羊毛製又は繊獣毛製のも

の  
NO KG  012 4 －－－羊毛製又は繊獣毛製のも

の  
NO KG 

 013 5 －－－合成繊維製のもの  NO KG  013 5 －－－合成繊維製のもの  NO KG 
   

[削除] 
   014 6 －－－再生繊維又は半合成繊維

製のもの  
NO KG 

 019 4 －－－その他のもの  NO KG  019 4 －－－その他のもの  NO KG 
   －－その他のもの       －－その他のもの    
   

[削除] 
   091 6 －－－絹(絹のくずを含む｡)製

のもの  
NO KG 

 092 0 －－－羊毛製又は繊獣毛製のも

の  
NO KG  092 0 －－－羊毛製又は繊獣毛製のも

の  
NO KG 

 093 1 －－－合成繊維製のもの  NO KG  093 1 －－－合成繊維製のもの  NO KG 
   

[削除] 
   094 2 －－－再生繊維又は半合成繊維

製のもの  
NO KG 

 099 0 －－－その他のもの  NO KG  099 0 －－－その他のもの  NO KG 
6117.80   －その他の附属品    6117.80   －その他の附属品    

   －－ゴムを染み込ませ、塗布し

又は被覆したもの  
     －－ゴムを染み込ませ、塗布し

又は被覆したもの  
  

 014 6 －－－綿製のもの  NO KG  014 6 －－－綿製のもの  NO KG 
 015 0 －－－その他のもの  NO KG  015 0 －－－その他のもの  NO KG 
   －－その他のもの       －－その他のもの    
   －－－ししゆうしたもの、レー

スを使用したもの及び模

様編みの組織を有するも

の  

     －－－ししゆうしたもの、レー

スを使用したもの及び模

様編みの組織を有するも

の  

  

 110 4 －－－－ネクタイ  NO KG    －－－－ネクタイ    
       111 5 －－－－－絹(絹のくずを含む｡)

製のもの  
NO KG 

       112 6 －－－－－羊毛製又は繊獣毛製

のもの  
NO KG 

       113 0 －－－－－人造繊維製のもの  NO KG 
       119 6 －－－－－その他のもの  NO KG 
 190 0 －－－－その他のもの  NO KG  190 0 －－－－その他のもの  NO KG 
   －－－その他のもの       －－－その他のもの    
 910 6 －－－－ネクタイ  NO KG    －－－－ネクタイ    
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Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

       911 0 －－－－－絹(絹のくずを含む｡)

製のもの  
NO KG 

       919 1 －－－－－その他のもの  NO KG 
 990 2 －－－－その他のもの   KG  990 2 －－－－その他のもの   KG 
6117.90   [略]   6117.90   [同左]   
[略]      [同左]      
62.01 

～  
62.16 

  
[略] 

  62.01 

～  
62.16 

  
[同左] 

  

62.17   その他の衣類附属品(製品にし

たものに限る｡)及び衣類又は衣

類附属品の部分品(第62.12項の

ものを除く｡) 

  62.17   その他の衣類附属品(製品にし

たものに限る｡)及び衣類又は衣

類附属品の部分品(第62.12項の

ものを除く｡) 

  

6217.10   －附属品    6217.10   －附属品    
 010 5 －－ベルト  NO KG    －－ベルト    
       011 6 －－－絹製の帯(幅が30センチ

メートル以上、長さが4
メートル以上のもの) 

NO KG 

       019 0 －－－その他のもの  NO KG 
 090 1 －－その他のもの   KG  090 1 －－その他のもの   KG 
6217.90   [略]   6217.90   [同左]   
[略]      [同左]      
   [略]      [同左]   
71.01 

～  
71.11 

  
[略] 

  71.01 

～  
71.11 

  
[同左] 

  

71.12   貴金属又は貴金属を張つた金属

のくず及び主として貴金属の回

収に使用する種類のその他のく

ずで貴金属又はその化合物を含

有するもの  

  71.12   貴金属又は貴金属を張つた金属

のくず及び主として貴金属の回

収に使用する種類のその他のく

ずで貴金属又はその化合物を含

有するもの  

  

7112.30 000 5 －貴金属又はその化合物を含む

灰  
 KG 7112.30   －貴金属又はその化合物を含む

灰  
  

       020 4 －－白金のもの   KG 
       090 4 －－その他のもの   KG 

   [略]      [同左]   
7112.91 

～  
7112.99 

  
[略] 

  7112.91 

～  
7112.99 

  
[同左] 

  

   [略]      [同左]   
71.13 

～  
71.18 

  
[略] 

  71.13 

～  
71.18 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
74.01   [略]   74.01   [同左]   
74.02   [略]   74.02   [同左]   
74.03   精製銅又は銅合金の塊    74.03   精製銅又は銅合金の塊    

   [略]      [同左]   
7403.11 

～  
7403.19 

  
[略] 

  7403.11 

～  
7403.19 

  
[同左] 

  

   －銅合金       －銅合金    
7403.21   [略]   7403.21   [同左]   
7403.22   [略]   7403.22   [同左]   
7403.29   －－その他の銅合金(第74.05項

のマスターアロイを除く｡) 
  7403.29   －－その他の銅合金(第74.05項

のマスターアロイを除く｡) 
  

   －－－課税価格が1キログラム

につき485円以下のもの  
     －－－課税価格が1キログラム

につき485円以下のもの  
  

 011 2 －－－－銅・ニッケル合金(白

銅)及び銅・ニッケル・

亜鉛合金(洋白) 

 KG  011 2 －－－－銅・ニッケル合金(白

銅)及び銅・ニッケル・

亜鉛合金(洋白) 

 KG 

 019 3 －－－－その他のもの   KG  019 3 －－－－その他のもの   KG 
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単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

   －－－課税価格が1キログラム

につき485円を超え500円
以下のもの  

     －－－課税価格が1キログラム

につき485円を超え500円
以下のもの  

  

 021 5 －－－－銅・ニッケル合金(白

銅)及び銅・ニッケル・

亜鉛合金(洋白) 

 KG  021 5 －－－－銅・ニッケル合金(白

銅)及び銅・ニッケル・

亜鉛合金(洋白) 

 KG 

 029 6 －－－－その他のもの   KG  029 6 －－－－その他のもの   KG 
 030 0 －－－課税価格が1キログラム

につき500円を超えるも

の  

 KG    －－－課税価格が1キログラム

につき500円を超えるも

の  

  

       031 1 －－－－銅・ニッケル合金(白

銅)及び銅・ニッケル・

亜鉛合金(洋白) 

 KG 

       039 2 －－－－その他のもの   KG 
74.04 

～  
74.19 

  
[略] 

  74.04 

～  
74.19 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
84.01 

～  
84.42 

  
[略] 

  84.01 
～  

84.42 

  
[同左] 

  

84.43   印刷機(第84.42項のプレート、

シリンダーその他の印刷用コン

ポーネントにより印刷に使用す

るもの)、その他のプリンター、

複写機及びファクシミリ(結合し

てあるかないかを問わない｡)並

びに部分品及び附属品  

  84.43   印刷機(第84.42項のプレート、

シリンダーその他の印刷用コン

ポーネントにより印刷に使用す

るもの)、その他のプリンター、

複写機及びファクシミリ(結合し

てあるかないかを問わない｡)並

びに部分品及び附属品  

  

   [略]      [同左]   
8443.11 

～  
8443.19 

  
[略] 

  8443.11 

～  
8443.19 

  
[同左] 

  

   －その他のプリンター、複写機

及びファクシミリ(結合してあ

るかないかを問わない｡) 

     －その他のプリンター、複写機

及びファクシミリ(結合してあ

るかないかを問わない｡) 

  

8443.31 000 2 －－印刷、複写又はファクシミ

リ送信のうち二以上の機能

を有する機械(自動データ

処理機械又はネットワーク

に接続することができるも

のに限る｡) 

 NO 8443.31   －－印刷、複写又はファクシミ

リ送信のうち二以上の機能

を有する機械(自動データ

処理機械又はネットワーク

に接続することができるも

のに限る｡) 

  

       010 5 －－－ファクシミリ送信の機能

を有するもの(フラット

ベッドスキャナを有しな

いものに限る｡) 

 NO 

       090 1 －－－その他のもの   NO 
8443.32 

～  
8443.99 

  
[略] 

  8443.32 

～  
8443.99 

  
[同左] 

  

84.44 

～  
84.82 

  
[略] 

  84.44 

～  
84.82 

  
[同左] 

  

84.83   ギヤボックスその他の変速機(ト

ルクコンバーターを含む｡)、伝

動軸(カムシャフト及びクランク

シャフトを含む｡)、クランク、

軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車

伝動機、ボールスクリュー、ロー

ラースクリュー、はずみ車、プー

リー (プーリーブロックを含

む｡)、クラッチ及び軸継手(自在

継手を含む｡) 

  84.83   ギヤボックスその他の変速機(ト

ルクコンバーターを含む｡)、伝

動軸(カムシャフト及びクランク

シャフトを含む｡)、クランク、

軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車

伝動機、ボールスクリュー、ロー

ラースクリュー、はずみ車、プー

リー (プーリーブロックを含

む｡)、クラッチ及び軸継手(自在

継手を含む｡) 

  

8483.10   [略]   8483.10   [同左]   
8483.20 000 3 －軸受箱(玉軸受又はころ軸受

を有するものに限る｡) 
NO KG 8483.20   －軸受箱(玉軸受又はころ軸受

を有するものに限る｡) 
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Ｃ
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Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

       010 6 －－自動車用のもの  NO KG 
       090 2 －－その他のもの  NO KG 

8483.30 

～  
8483.90 

  
[略] 

  8483.30 

～  
8483.90 

  
[同左] 

  

84.84 

～  
84.87 

  
[略] 

  84.84 

～  
84.87 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
85.01 

～  
85.16 

  
[略] 

  85.01 

～  
85.16 

  
[同左] 

  

85.17   電話機(携帯回線網用その他の

無線回線網用の電話を含む｡)及

びその他の機器(音声、画像その

他のデータを送受信するものに

限るものとし、有線又は無線回

線網(例えば、ローカルエリア

ネットワーク(LAN)又はワイド

エリアネットワーク(WAN))用

の通信機器を含む｡)(第 84.43
項、第85.25項、第85.27項及び

第 85.28 項 の 送 受 信 機 器 を 除

く｡) 

  85.17   電話機(携帯回線網用その他の

無線回線網用の電話を含む｡)及

びその他の機器(音声、画像その

他のデータを送受信するものに

限るものとし、有線又は無線回

線網(例えば、ローカルエリア

ネットワーク(LAN)又はワイド

エリアネットワーク(WAN))用

の通信機器を含む｡)(第 84.43
項、第85.25項、第85.27項及び

第 85.28 項 の 送 受 信 機 器 を 除

く｡) 

  

   [略]      [同左]   
8517.11 

～  
8517.18 

  
[略] 

  8517.11 

～  
8517.18 

  
[同左] 

  

   －その他の機器(音声、画像その

他のデータを送受信するもの

に限るものとし、有線又は無

線回線網(例えば、ローカルエ

リアネットワーク(LAN)又は

ワイドエリアネットワーク

(WAN))用 の 通 信 機 器 を 含

む｡) 

     －その他の機器(音声、画像その

他のデータを送受信するもの

に限るものとし、有線又は無

線回線網(例えば、ローカルエ

リアネットワーク(LAN)又は

ワイドエリアネットワーク

(WAN))用 の 通 信 機 器 を 含

む｡) 

  

8517.61   [略]   8517.61   [同左]   
8517.62   －－音声、画像その他のデータ

を受信、変換、送信又は再

生するための機械(スイッチ

ング機器及びルーティング

機器を含む｡) 

  8517.62 000 † －－音声、画像その他のデータ

を受信、変換、送信又は再

生するための機械(スイッチ

ング機器及びルーティング

機器を含む｡) 

 NO 

 010 † －－－スイッチング機器及び

ルーティング機器  
 NO       

 090 † －－－その他のもの   NO       
8517.69   [略]   8517.69   [同左]   
8517.70   [略]   8517.70   [同左]   

85.18 

～  
85.27 

  
[略] 

  85.18 

～  
85.27 

  
[同左] 

  

85.28   モニター及びプロジェクター(テ

レビジョン受像機器を有しない

ものに限る｡)並びにテレビジョ

ン受像機器(ラジオ放送用受信

機又は音声若しくはビデオの記

録用若しくは再生用の装置を自

蔵するかしないかを問わない｡) 

  85.28   モニター及びプロジェクター(テ

レビジョン受像機器を有しない

ものに限る｡)並びにテレビジョ

ン受像機器(ラジオ放送用受信

機又は音声若しくはビデオの記

録用若しくは再生用の装置を自

蔵するかしないかを問わない｡) 

  

   [略]      [同左]   
8528.42 

～  
8528.69 

  
[略] 

  8528.42 

～  
8528.69 

  
[同左] 

  



10 

新(2018年) 旧(2017年) 

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

統計品目  
番  号  

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用 

品   名  

単 位  

Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ  Ⅱ  

   －テレビジョン受像機器(ラジオ

放送用受信機又は音声若しく

はビデオの記録用若しくは再

生用の装置を自蔵するかしな

いかを問わない｡) 

     －テレビジョン受像機器(ラジオ

放送用受信機又は音声若しく

はビデオの記録用若しくは再

生用の装置を自蔵するかしな

いかを問わない｡) 

  

8528.71   [略]   8528.71   [同左]   
8528.72   －－その他のもの(カラーのもの

に限る｡) 
  8528.72   －－その他のもの(カラーのもの

に限る｡) 
  

 010 4 －－－液晶式のもの   NO  010 4 －－－液晶式のもの   NO 
   [削除]    020 0 －－－プラズマ式のもの   NO 
 090 0 －－－その他のもの   NO  090 0 －－－その他のもの   NO 

8528.73   [略]   8528.73   [同左]   
85.29 

～  
85.48 

  
[略] 

  85.29 

～  
85.48 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      
90.01 

～  
90.07 

  
[略] 

  90.01 

～  
90.07 

  
[同左] 

  

90.08   投影機、写真引伸機及び写真縮

小機(映画用のものを除く｡) 
  90.08   投影機、写真引伸機及び写真縮

小機(映画用のものを除く｡) 
  

9008.50   [略]   9008.50   [同左]   
9008.90 000 3 －部分品及び附属品   KG 9008.90   －部分品及び附属品    

       010 6 －－投影機用のもの   KG 
       090 2 －－その他のもの   KG 
90.10 

～  
90.33 

  
[略] 

  90.10 

～  
90.33 

  
[同左] 

  

[略]      [同左]      

 

 


